
老人福祉施設大規模改修事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、老人福祉施設の長寿命化を図るため、老人福祉施設の設置者が、当該老人福祉施設に

係る長寿命化に資する大規模改修事業を行う場合において、その事業に要する経費について予算の

範囲内において老人福祉施設大規模改修事業費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、

補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

 （交付対象等）                                                         

第２条 この補助金の交付対象事業及び交付対象経費は、次の表のとおりとする。  
交付対象事業 交付対象経費 

１ 老人福祉法第１５条第３項又は第４項の規

定により、市町村（指定都市及び中核市を除

き、市町村を構成員とする組合を含む。）又

は社会福祉法人（以下「市町村等」とい

う。）が実施する養護老人ホーム又は特別養

護老人ホーム（定員３０人以上。併設する老

人ショートステイ用居室含む。）に係る長寿

命化に資する大規模改修事業。 

  ただし、交付決定の年度末の時点で竣工か

ら30年以上経過する施設に限る。 

 大規模改修事業に必要な工事費又は工事請負

費及び工事事務費（工事施工のために直接必要

な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費

、通信運搬費、印製本費及び設計監督料等をい

い、工事費又は工事請負費の２．６％に相当す

る額を限度とする。）。 

 ただし、ユニット型の特別養護老人ホームに

ついては、ユニット以外の部分に係るものに限

る。 

２ 老人福祉法第１５条第５項の規定により、

市町村等又は医療法人その他知事が認めた者

が実施する軽費老人ホーム（定員３０人以

上）に係る長寿命化に資する大規模改修事

業。 

  ただし、交付決定の年度末の時点で竣工か

ら30年以上経過する施設に限る。 

大規模改修事業に必要な工事費又は工事請負

費及び工事事務費（工事施工のために直接必要

な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費

、通信運搬費、印製本費及び設計監督料等をい

い、工事費又は工事請負費の２．６％に相当す

る額を限度とする。）。 

 

２ 次に掲げる費用については、この補助金の交付対象としない。 

（１） 土地の買収又は敷地の造成等に要する費用 

（２） 職員宿舎に要する費用 

（３） その他整備費として適当と認められない費用 

 

 （交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、施設の区分ごとに、次の各号に定める額のいずれか少ない方の

額とする。ただし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとす

る。 

（１） 前条に定める対象経費の実支出額に２分の１を乗じた額と別表第１に定める基準額とを比較

していずれか少ない方の額 

（２）  総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額  

 

 （交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金等交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものと

し、提出期限は知事が別に定める日とする。 

 

第５条 規則第３条第２項の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は次のと

おりとする。 

（１） 補助金所要額調書（別紙１） 

（２） 事業計画書（別紙２） 

（３） 建物の配置図、平面図及び立面図  



（４） 設計書又は見積書の写し 

（５） 収支予算（見込）書抄本 

（６） その他知事が必要と認めるもの 

 

 （交付の条件） 

第６条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、変更の理由が生じた後

速やかに、別記様式第２号により申請し知事の承認を受けること。 

（２） 前項の規定にかかわらず、当該変更が、補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機

能を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに、別記

様式第２号に準じた様式により知事に報告すること。 

（３） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、

別記様式第３号により申請し知事の承認を受けること。 

（４） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において

は、その事実が判明した後速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（５） 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手

方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（６） 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県又は市町村が行う

契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第７条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第４号によるもの

とし、その提出期限は、規則第１２条第２項ただし書の規定により、補助事業の完了の日から起算

して１か月を経過した日（第６第２号の規定により廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を

受理した日から１か月を経過した日）又は補助金の交付決定のあった日の属する県の会計年度の翌

年度の４月１０日のいずれか早い日とする。 

 

第８条 規則第１２条第１項の規定により、補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

（１） 補助金所要額調書（別紙１） 

（２） 事業実績報告書（別紙２） 

（３） 関係書類 

  ア 建物の配置図、平面図及び立面図 

  イ 工事請負契約書等の写し（工事内訳書を含む。） 

ウ 工事しゅん工を確認するための建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は

第１８条第７項による検査済証の写し（検査が不要の場合を除く。） 

  エ 施工前、施工中及び施工後の写真 

（４） 収支決算（見込書）抄本 

（５） その他知事が必要と認めるもの 

 

 （補助金の交付方法） 

第９条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、知

事は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるもの

とする。 

 

 （消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

仕入控除税額が確定した場合は、別記様式第５号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部

を県に納付させることがある。 

 

 （財産処分の承認の申請等） 

第１１条 規則第２１条の規定により財産処分の承認を受けようとするときは、別記様式第６号によ



り知事に申請しなければならない。 

２ 前項の申請の際に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１） 財産処分理由説明書 

（２） 評価額調書（以下のいずれかの調書とし、原本又は原本証明されたものであること。） 

  ア 不動産鑑定士による評価額調書 

  イ 銀行が評価した調書 

  ウ 減価償却（定額法又は定率法による調書） 

（３） 既存施設の平面図（処分財産が建物である場合に限るものとし、平面図は補助対象面積と対

象外面積を色分け等により明確に区分すること。また、各室ごとに室名及び面積を明らかにし

た表を添付すること。） 

（４） 改築後の施設の平面図 

（５） 新旧のわかる位置図（移転改築の場合） 

（６） 既存施設の写真 

（７） 補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補

助事業者の収支決算書の写し 

（８） その他知事が必要と認めるもの 

３ 知事は、規則第２１条の規定による承認をする場合においては、「厚生労働省所管一般会計補助

金等に係る財産処分について」（平成２０年４月１７日会発第０４１７００１号）を準用するもの

とする。 

４ 知事は、規則第２１条の規定による承認をした場合において、財産を処分することにより収入が

あったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

 （処分の制限を受ける期間） 

第１２条 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、補助事業等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成１３年厚生労働省告示第２３９号）の規定を準用す

る。 

 

 （書類の提出部数） 

第１３条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、次のとおりとする。 

（１） 交付申請書      １部 

（２） 計画変更承認申請書  １部 

（３） 中止・廃止承認申請書 １部 

（４） 実績報告書      １部 

（５） 仕入控除税額報告書  １部 

（６） 財産処分承認申請書  １部  

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年２月１７日から施行し、令和４年度の予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金

にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年５月２２日から施行し、令和６年度の予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金

にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年５月２８日から施行し、令和７年度の予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金

にも適用するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和８年５月１３日から施行し、令和８年度の予算に係る補助金に適用する。 



２ この要綱は、次年度以降の各年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金

にも適用するものとする。 

 

 

別表    

区分 基準額 

特別養護老人ホーム（定員３０人以上） 

1,400 千円×定員数 

養護老人ホーム（定員３０人以上） 

軽費老人ホーム（定員３０人以上） 

老人ショートステイ用居室 

 
特別養護老人ホーム（定員３０人以上）に併設するもの 

養護老人ホーム（定員３０人以上）に併設するもの 

 


